
富山市都市マスタープラン

第１回 市民ワークショップ

Ｅグループ（婦中・八尾・山田地域）

次 第

令和6年 9月29日（日）

９:３0～1２：00

八尾コミュニティセンター

1. 開会

2. 富山市のまちづくりについて

３. ワークショップの進め方

４. 学生ワークショップ開催結果報告

5. グループワーク

・アイスブレイク

・意見交換

・発表

6. その他

7. 閉会

都市マスタープランは、都市計画法第１８条の２に定める「市

町村の都市計画に関する基本的な方針」であり、主に都市計画

区域内を対象に都市づくりの長期（概ね２０年）的な方針を示

す計画であり、富山市の現計画が令和７年に終了するため、現

在、令和８年からの新たな計画の策定に着手しています。

富山市では、人口減少・少子高齢化に対応した都市構造への

転換を図るため、『公共交通を軸とした拠点集中型のコンパク

トなまちづくり』を進めており、このワークショップでの皆様と

の意見交換を通して、「これからの課題」の共有と「これから活

かすべき市全体や地域の魅力」を発見し、新たな計画に反映し

ていきたいと考えています。

富山市都市マスタープランとは



第１回 市民ワークショップ

Dグループ（富山南部・大山・大沢野・細入地域）

次 第

令和6年 9月29日（日）

14:00～16：30

大山会館

富山市都市マスタープラン

1. 開会

2. 富山市のまちづくりについて

３. ワークショップの進め方

４. 学生ワークショップ開催結果報告

5. グループワーク

・アイスブレイク

・意見交換

・発表

6. その他

7. 閉会

都市マスタープランは、都市計画法第１８条の２に定める「市

町村の都市計画に関する基本的な方針」であり、主に都市計画

区域内を対象に都市づくりの長期（概ね２０年）的な方針を示

す計画であり、富山市の現計画が令和７年に終了するため、現

在、令和８年からの新たな計画の策定に着手しています。

富山市では、人口減少・少子高齢化に対応した都市構造への

転換を図るため、『公共交通を軸とした拠点集中型のコンパク

トなまちづくり』を進めており、このワークショップでの皆様と

の意見交換を通して、「これからの課題」の共有と「これから活

かすべき市全体や地域の魅力」を発見し、新たな計画に反映し

ていきたいと考えています。

富山市都市マスタープランとは



第１回 市民ワークショップ

Cグループ（和合・富山北部・水橋地域）

次 第

令和6年 10月5日（土）

９:３0～1２：00

岩瀬カナル会館

富山市都市マスタープラン

1. 開会

2. 富山市のまちづくりについて

３. ワークショップの進め方

４. 学生ワークショップ開催結果報告

5. グループワーク

・アイスブレイク

・意見交換

・発表

6. その他

7. 閉会

都市マスタープランは、都市計画法第１８条の２に定める「市

町村の都市計画に関する基本的な方針」であり、主に都市計画

区域内を対象に都市づくりの長期（概ね２０年）的な方針を示

す計画であり、富山市の現計画が令和７年に終了するため、現

在、令和８年からの新たな計画の策定に着手しています。

富山市では、人口減少・少子高齢化に対応した都市構造への

転換を図るため、『公共交通を軸とした拠点集中型のコンパク

トなまちづくり』を進めており、このワークショップでの皆様と

の意見交換を通して、「これからの課題」の共有と「これから活

かすべき市全体や地域の魅力」を発見し、新たな計画に反映し

ていきたいと考えています。

富山市都市マスタープランとは



令和6年 10月5日（土）

14:00～16：30

まちなか総合ケアセンター

第１回 市民ワークショップ

Aグループ（富山中央・富山東部地域）

次 第

富山市都市マスタープラン

1. 開会

2. 富山市のまちづくりについて

３. ワークショップの進め方

４. 学生ワークショップ開催結果報告

5. グループワーク

・アイスブレイク

・意見交換

・発表

6. その他

7. 閉会

都市マスタープランは、都市計画法第１８条の２に定める「市

町村の都市計画に関する基本的な方針」であり、主に都市計画

区域内を対象に都市づくりの長期（概ね２０年）的な方針を示

す計画であり、富山市の現計画が令和７年に終了するため、現

在、令和８年からの新たな計画の策定に着手しています。

富山市では、人口減少・少子高齢化に対応した都市構造への

転換を図るため、『公共交通を軸とした拠点集中型のコンパク

トなまちづくり』を進めており、このワークショップでの皆様と

の意見交換を通して、「これからの課題」の共有と「これから活

かすべき市全体や地域の魅力」を発見し、新たな計画に反映し

ていきたいと考えています。

富山市都市マスタープランとは



第１回 市民ワークショップ

Bグループ（呉羽・富山西部地域）

次 第

令和6年 10月6日（日）

９:３0～1２：00

呉羽会館

富山市都市マスタープラン

1. 開会

2. 富山市のまちづくりについて

３. ワークショップの進め方

４. 学生ワークショップ開催結果報告

5. グループワーク

・アイスブレイク

・意見交換

・発表

6. その他

7. 閉会

都市マスタープランは、都市計画法第１８条の２に定める「市

町村の都市計画に関する基本的な方針」であり、主に都市計画

区域内を対象に都市づくりの長期（概ね２０年）的な方針を示

す計画であり、富山市の現計画が令和７年に終了するため、現

在、令和８年からの新たな計画の策定に着手しています。

富山市では、人口減少・少子高齢化に対応した都市構造への

転換を図るため、『公共交通を軸とした拠点集中型のコンパク

トなまちづくり』を進めており、このワークショップでの皆様と

の意見交換を通して、「これからの課題」の共有と「これから活

かすべき市全体や地域の魅力」を発見し、新たな計画に反映し

ていきたいと考えています。

富山市都市マスタープランとは


